
 

一
頁 

○
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案 

新
旧
対
照
表 

 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改
正
案 

現
行 

（
空
中
線
電
力
の
表
示
） 

（
空
中
線
電
力
の
表
示
） 

第
四
条
の
四 

（
略
） 

第
四
条
の
四 

（
同
上
） 

２ 

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
の
空
中
線
電
力
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

平
均
電
力
（
pY
）
を
も
つ
て
表
示
す
る
。 

２ 

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
の
空
中
線
電
力
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

平
均
電
力
（
pY
）
を
も
つ
て
表
示
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
同
上
） 

五 

七
〇
〇
MHz
帯
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
（
七
五
五
・
五
MHz
を
超
え
七
六

四
・
五
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
、
主
と
し
て
道
路
交
通
に
関

す
る
デ
ー
タ
伝
送
の
た
め
に
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
の
間
又
は
陸
上
移
動

局
相
互
間
で
行
う
無
線
通
信
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
基
地
局
及
び
陸
上

移
動
局
の
送
信
設
備 

 

３ 

（
略
） 

３ 

（
同
上
） 

 
 

（
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

（
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

第
六
条 

（
略
） 

第
六
条 

（
同
上
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
同
上
） 

４ 

法
第
四
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。 

４ 

法
第
四
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。 

一 

（
略
） 

一 

（
同
上
） 

二 

次
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
が

別
に
告
示
す
る
用
途
、
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
並
び
に
空
中
線
電
力
に
適

合
す
る
も
の(

以
下
「
特
定
小
電
力
無
線
局
」
と
い
う
。) 

二 

次
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
が

別
に
告
示
す
る
用
途
、
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
並
び
に
空
中
線
電
力
に

適
合
す
る
も
の(

以
下
「
特
定
小
電
力
無
線
局
」
と
い
う
。) 

(1)
～
(11) 

（
略
） 

(1)
～
(11) 

（
同
上
） 

(12) 

九
一
五
MHz
を
超
え
九
三
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

(12) 

九
五
〇
MHz
を
超
え
九
五
八
MHz
以
下
の
周
波
数 

別添２ 



 

二
頁 

(13)
～
(18) 

（
略
） 

(13)
～
(18) 

（
同
上
） 

三
～
九 

（
略
） 

三
～
九 

（
同
上
） 

十 
七
〇
〇
MHz
帯
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局 

 

 
 

 

（
運
用
開
始
の
届
出
を
要
し
な
い
無
線
局
） 
 

（
運
用
開
始
の
届
出
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

第
十
条
の
二 

法
第
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
運
用
開
始
の
届

出
を
要
し
な
い
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ
る
無
線
局
以
外
の
無
線
局
と
す
る
。 

第
十
条
の
二 

（
同
上
） 

一
～
五 

（
略
） 

 

一
～
五 

（
同
上
） 

六 

特
別
業
務
の
局
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
道
路
交

通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
Ａ
三
Ｅ
電
波
一
、
六
二
〇
kHz
又
は
一
、

六
二
九
kHz
の
周
波
数
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力
一
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線

局
を
除
く
。
） 

六 

特
別
業
務
の
局
（
設
備
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
表
十
八
の
項
（一）
に
規

定
す
る
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
Ａ
三
Ｅ
電
波
一
、
六
二
〇

kHz
又
は
一
、
六
二
九
kHz
の
周
波
数
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力
一
〇
ワ
ッ
ト

以
下
の
無
線
局
を
除
く
。
） 

 
 

（
混
信
若
し
く
は
ふ
く
そ
う
に
関
す
る
調
査
又
は
終
了
促
進
措
置
の
た
め
に

提
供
す
る
情
報
） 

（
混
信
又
は
ふ
く
そ
う
に
関
す
る
調
査
の
た
め
に
提
供
す
る
情
報
） 

第
十
一
条
の
二
の
三 

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
無
線
局
に
関
す
る
事
項
に
係

る
情
報
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
別
表
第
二
号
の
二
の
二
の
と

お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
の
二
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第

六
号
に
規
定
す
る
無
線
局
（
第
十
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る

無
線
局
、
非
常
局
及
び
特
別
業
務
の
局
を
除
く
。
）
の
も
の
並
び
に
同
条
第
七

号
、
第
八
号
及
び
第
十
号
に
規
定
す
る
無
線
局
の
う
ち
一
GHz
未
満
の
周
波
数

を
使
用
す
る
無
線
局
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
十
一
条
の
二
の
三 

（
同
上
） 

 
 

（
情
報
の
提
供
の
請
求
） 

 

（
情
報
の
提
供
の
請
求
） 

第
十
一
条
の
二
の
四 

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

第
十
一
条
の
二
の
四 

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。）
は
、
次
に



 

三
頁 

載
し
た
請
求
書
を
、
混
信
又
は
ふ
く
そ
う
に
関
す
る
調
査
に
係
る
も
の
に
つ
い

て
は
総
合
通
信
局
長
に
、
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る

終
了
促
進
措
置
（
以
下
「
終
了
促
進
措
置
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
つ
い
て

は
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

請
求
者
の
氏
名
及
び
住
所 

一 

（
同
上
） 

二 

請
求
理
由 

 

二 

（
同
上
） 

 

三 

開
設
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
無
線
局
の
概
要 

 

三 

（
同
上
） 

四 

希
望
す
る
情
報
提
供
の
範
囲 

 
 

四 

（
同
上
） 

五 

希
望
す
る
情
報
提
供
の
実
施
の
方
法 

 

五 

（
同
上
） 

２ 

前
項
の
請
求
書
の
様
式
は
、
混
信
又
は
ふ
く
そ
う
に
関
す
る
調
査
に
係
る
も

の
に
つ
い
て
は
別
表
第
二
号
の
二
の
三
、
終
了
促
進
措
置
に
係
る
も
の
に
つ
い

て
は
別
表
第
二
号
の
二
の
四
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
請
求
書
の
様
式
は
、
別
表
第
二
号
の
二
の
三
の
と
お
り
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
同
上
） 

４ 

総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
は
、
第
一
項
の
請
求
が
、
法
第
二
十
五
条
第

二
項
に
規
定
す
る
混
信
若
し
く
は
ふ
く
そ
う
に
関
す
る
調
査
又
は
終
了
促
進

措
置
の
用
に
供
す
る
目
的
以
外
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き

そ
の
他
当
該
請
求
を
拒
む
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
情
報
を
提
供
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

４ 

総
合
通
信
局
長
は
、
第
一
項
の
請
求
が
、
法
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す

る
混
信
又
は
ふ
く
そ
う
に
関
す
る
調
査
に
供
す
る
目
的
以
外
の
目
的
に
使
用

す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
そ
の
他
当
該
請
求
を
拒
む
こ
と
に
つ
い
て
正
当

な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
情
報
を
提
供
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

５ 

（
略
） 

５ 

（
同
上
） 

 
 

（
請
求
の
単
位
） 

（
請
求
の
単
位
） 

第
十
一
条
の
二
の
五 

混
信
又
は
ふ
く
そ
う
に
関
す
る
調
査
に
係
る
前
条
第
一
項

の
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
無
線
局
の
種
別
に
従
い
、
開
設
又
は
変
更
し
よ
う
と

す
る
無
線
局
の
送
信
設
備
の
設
置
場
所
及
び
周
波
数
割
当
計
画
に
示
さ
れ
る
割

り
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
周
波
数
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
一
条
の
二
の
五 

前
条
第
一
項
の
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
無
線
局
の
種
別
に

従
い
、
開
設
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
無
線
局
の
送
信
設
備
の
設
置
場
所
及
び

周
波
数
割
当
計
画
に
示
さ
れ
る
割
り
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
周
波
数
ご
と

に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

四
頁 

一
～
二
十
五 

（
略
） 

一
～
二
十
五 

（
略
） 

２ 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
局
（
法
第
四
条
第
四
号
に
規
定
す
る
登

録
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
、
混
信
又
は
ふ
く
そ
う
に
関
す
る
調
査

に
係
る
前
条
第
一
項
の
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
無
線
局
の
種
別
に
従
い
、
開
設

又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
無
線
局
の
送
信
設
備
の
設
置
場
所
（
移
動
す
る
無
線

局
に
あ
つ
て
は
、
移
動
範
囲
）
及
び
周
波
数
割
当
計
画
に
示
さ
れ
る
割
り
当
て

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
周
波
数
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
局
（
法
第
四
条
第
四
号
に
規
定
す
る
登

録
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
前
条
第
一
項
の
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
無

線
局
の
種
別
に
従
い
、
開
設
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
無
線
局
の
送
信
設
備
の

設
置
場
所
（
移
動
す
る
無
線
局
に
あ
つ
て
は
、
移
動
範
囲
）
及
び
周
波
数
割
当

計
画
に
示
さ
れ
る
割
り
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
周
波
数
ご
と
に
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

３ 

終
了
促
進
措
置
に
係
る
前
条
第
一
項
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
七
条

の
十
二
第
一
項
に
基
づ
き
制
定
す
る
一
の
開
設
指
針
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

 
 

（
特
定
無
線
局
の
無
線
設
備
の
規
格
） 

（
特
定
無
線
局
の
無
線
設
備
の
規
格
） 

第
十
五
条
の
三 

法
第
二
十
七
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
設
備
の
規

格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。 

第
十
五
条
の
三 

（
同
上
） 

一
～
六 

（
略
） 

一
～
六 

（
同
上
） 

七 

設
備
規
則
第
三
条
第
六
号
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通

信
を
行
う
陸
上
移
動
局 

七 

設
備
規
則
第
三
条
第
六
号
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通

信
を
行
う
陸
上
移
動
局 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
七
の
三
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち
陸
上

移
動
局
に
係
る
も
の 

(1) 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
七
の
二
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち
陸

上
移
動
局
に
係
る
も
の 

 
(2) 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
七
の
三
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち
陸

上
移
動
局
に
係
る
も
の 

八
～
十 

（
略
） 

八
～
十 
（
同
上
） 

 
 



 

五
頁 

（
定
期
検
査
を
行
わ
な
い
無
線
局
） 

（
定
期
検
査
を
行
わ
な
い
無
線
局
） 

第
四
十
一
条
の
二
の
六 

法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線

局
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
四
十
一
条
の
二
の
六 

（
同
上
） 

 

一
～
二
十
三 

（
略
） 

 

一
～
二
十
三 

（
同
上
） 

 

二
十
四 

特
別
業
務
の
局
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
道

路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
ア
マ
チ
ュ
ア
局
に
対
す
る
広
報
を

送
信
す
る
無
線
局
に
限
る
。） 

 

二
十
四 

特
別
業
務
の
局
（
設
備
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
表
十
八
の
項
（一） 

に
規
定
す
る
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
ア
マ
チ
ュ
ア
局
に

対
す
る
広
報
を
送
信
す
る
無
線
局
に
限
る
。
） 

 
 

第
四
十
三
条
の
二 

（
略
） 

第
四
十
三
条
の
二 

（
同
上
） 

２ 

標
準
周
波
数
局
又
は
特
別
業
務
の
局
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
二
に

規
定
す
る
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
Ａ
三
Ｅ
電
波
一
、
六
二
〇

kHz
又
は
一
、
六
二
九
kHz
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力
一
〇

ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
を
除
く
。
）
の
免
許
人
は
、
当
該
無
線
局
の
運
用
開
始

の
日
ま
で
に
、
運
用
規
則
第
百
四
十
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
総
合
通
信
局
長

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

標
準
周
波
数
局
又
は
特
別
業
務
の
局
（
設
備
規
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
Ａ
三
Ｅ
電
波
一
、
六
二
〇
kHz

又
は
一
、
六
二
九
kHz
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力
一
〇
ワ
ッ

ト
以
下
の
無
線
局
を
除
く
。）
の
免
許
人
は
、
当
該
無
線
局
の
運
用
開
始
の
日

ま
で
に
、
運
用
規
則
第
百
四
十
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
総
合
通
信
局
長
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
同
上
） 

 
 

（
権
限
の
委
任
） 

第
五
十
一
条
の
十
五 

法
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲
げ
る
も
の
は

、
所
轄
総
合
通
信
局
長
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に

委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
の
二
の
三
、
第
三
号
及
び
第
六
号
の
二
に
掲
げ

る
権
限
は
、
総
務
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
が
あ
る
。 

（
権
限
の
委
任
） 

第
五
十
一
条
の
十
五 

（
同
上
） 

 

一
～
二
の
二 

（
略
） 

 
一
～
二
の
二 

（
同
上
） 

 

二
の
二
の
二 

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
混
信
又
は
ふ
く
そ
う

に
関
す
る
調
査
に
係
る
総
務
大
臣
の
権
限 

 

二
の
二
の
二 

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
総
務
大
臣
の
権
限 



 

六
頁 

 
二
の
二
の
三
～
八 

（
略
） 

 

二
の
二
の
三
～
八 

（
同
上
） 

２
～
４ 

（
略
） 

２
～
４ 

（
同
上
） 

 
 

 

（
書
類
の
提
出
） 

 

（
書
類
の
提
出
） 

第
五
十
二
条 
法
及
び
法
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提

出
す
る
書
類
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
も
の
は
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
を
、
そ
の
他
の
も
の
（

法
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
終
了
促
進
措
置
に
係
る
無
線
局
に
関
す
る

情
報
の
提
供
に
関
す
る
も
の
、
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特

定
基
地
局
の
開
設
計
画
の
認
定
に
関
す
る
も
の
、
無
線
設
備
の
機
器
の
型
式
検

定
に
関
す
る
も
の
、
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
技

術
基
準
の
策
定
等
の
申
出
（
法
第
百
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
関
す
る
も
の
並
び
に
法
第
三
十
八
条
の
五
第

一
項
に
規
定
す
る
登
録
証
明
機
関
、
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
二
項
に
規
定

す
る
承
認
証
明
機
関
、
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
講
習
機

関
、
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
、
法
第
七
十
一
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
周
波
数
変
更
対
策
機
関
、
法
第
七
十
一
条
の
三
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
周
波
数
終
了
対
策
機
関
、
法
第
百
二
条
の
十
七
第

一
項
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
及
び
法
第
百
二
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
指

定
較
正
機
関
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
轄
総
合

通
信
局
長
（
以
下
「
所
轄
総
合
通
信
局
長
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
総
務
大
臣

に
提
出
す
る
も
の
と
し
、
法
及
び
法
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
総

合
通
信
局
長
に
提
出
す
る
書
類
は
、
所
轄
総
合
通
信
局
長
に
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
法
第
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称

の
指
定
の
申
請
に
関
す
る
書
類
及
び
法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
議

申
立
書
は
、
総
務
大
臣
に
直
接
提
出
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

第
五
十
二
条 

法
及
び
法
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提

出
す
る
書
類
で
あ
つ
て
、
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
基

地
局
の
開
設
計
画
の
認
定
に
関
す
る
も
の
は
任
意
の
総
合
通
信
局
長
を
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
も
の
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
を
管

轄
す
る
総
合
通
信
局
長
を
、
そ
の
他
の
も
の
（
無
線
設
備
の
機
器
の
型
式
検
定

に
関
す
る
も
の
、
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
技
術

基
準
の
策
定
等
の
申
出
（
法
第
百
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
も
の
並
び
に
法
第
三
十
八
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
登
録
証
明
機
関
、
法
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る

承
認
証
明
機
関
、
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
講
習
機
関
、

法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
、
法
第
七
十
一
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
周
波
数
変
更
対
策
機
関
、
法
第
七
十
一
条
の
三
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
登
録
周
波
数
終
了
対
策
機
関
、
法
第
百
二
条
の
十
七
第
一
項

に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
及
び
法
第
百
二
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
較

正
機
関
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
轄
総
合
通
信

局
長
（
以
下
「
所
轄
総
合
通
信
局
長
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
総
務
大
臣
に
提

出
す
る
も
の
と
し
、
法
及
び
法
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
総
合
通

信
局
長
に
提
出
す
る
書
類
は
、
所
轄
総
合
通
信
局
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
法
第
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
の
指
定

の
申
請
に
関
す
る
書
類
及
び
法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
議
申
立
書

は
、
総
務
大
臣
に
直
接
提
出
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

 

（
表 

略
） 

 

（
表 

同
上
） 



 

七
頁 

２ 

（
略
） 

２ 

（
同
上
） 

３ 
法
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
終
了
促
進
措
置
に
係
る
無
線
局
に
関
す

る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
も
の
、
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
基
地
局
の
開
設
計
画
の
認
定
に
関
す
る
も
の
及
び
法
第
三
十
八
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
技
術
基
準
の
策
定
等
の
申
出
に
つ
い
て
は
、
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
意
の
総
合
通
信
局
長
を
経
由
し
て
総
務
大
臣

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
技
術
基
準
の
策
定
等

の
申
出
に
つ
い
て
は
、
任
意
の
総
合
通
信
局
長
を
経
由
し
て
総
務
大
臣
に
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

（
略
） 

４ 

（
同
上
） 

 
 

別
表
第
二
号
の
二
の
二
（
第
１
１
条
の
２
の
３
関
係
）
 

別
表
第
二
号
の
二
の
二
（
第
１
１
条
の
２
の
３
関
係
）
 

第
１
 
混
信
又
は
ふ
く
そ
う
に
関
す
る
調
査
に
係
る
も
の
 

 

 
無
線
局
の
種
別
 

情
報
提
供
項
目
 

 
 

無
線
局
の
種
別
 

情
報
提
供
項
目
 

 

 
１
～
1
0
 
（
略
）

 
（
略
）
 

 
 

１
～
1
0
 
（
同
上
）
 

（
同
上
）
 

 

注
１
・
２
 
（
略
）
 

 
注
１
・
２
 
（
同
上
）
 

第
２
 
終
了
促
進
措
置
に
係
る
も
の
 

 

 
対
象
と
な
る
無
線
局
 

情
報
提
供
項
目
 

 
 

 
開
設
指
針
に
お
い
て
定
め
る

終
了
促
進
措
置
に
係
る
無
線

局
（
法
第
４
条
第
１
号
か
ら

第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
無
線

局
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当

該
無
線
局
を
除
く
。
）
 

１
 
免
許
人
等
の
氏
名
又
は
名
称
（
注

１
）
 

 
 

 
２
 
住
所
（
注
２
）
 

 
 

 
３
 
無
線
局
の
種
別
 

 
 

 
４
 
無
線
局
の
目
的
（
注
３
）
 

 
 

 
 

５
 
無
線
設
備
の
設
置
場
所
（
注
４
）
 

 
 

 
 

６
 
電
波
の
型
式
、
周
波
数
及
び
占
有

周
波
数
帯
幅
（
注
５
）
 

 
 



 

八
頁 

 
 

７
 
空

中
線
電
力
 

 
 

 
 

８
 
適
合
表
示
無
線
設
備
の
番
号
（
注

６
）
 

 
 

 
 

９
 
開
設
し
て
い
る
無
線
局
の
数
（
注

７
）
 

 
 

注
１
 
氏
名
に
つ
い
て
は
、
請
求
者
が
認
定
開
設
者
（
法
第
2
7
条
の
1
4
第
３
項

に
規
定
す
る
認
定
開
設
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
限
り
、

提
供
す
る
。
 

 

２
 
請
求
者
が
認
定
開
設
者
以
外
の

者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府

県
名
及
び
市
区
町
村
名
に
限
り
提

供
す
る
。
 

 

 
 
３
 
登
録
局
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
提
供
し
な
い
。
 

 

 
 
４
 
移
動
す
る
無
線
局
（
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
を
除
く
。
）
に
あ
つ

て
は
常
置
場
所
、
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
に
あ
っ
て
は
包
括
免
許

人
の
事
務
所
の
所
在
地
を
提
供
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
請
求
者
が

認
定
開
設
者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
名
及
び
市

区
町
村
名
に
限
り
提
供
す
る
。
 

 

 
 
５
 
登
録
局
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
周
波
数
に
限
り
提
供
す
る
。
 

 

６
 
技
術
基
準
適
合
証
明
番
号
、
工
事
設
計
認
証
番
号
又
は
技
術
基
準
適
合

自
己
確
認
に
係
る
届
出
番
号
を
提
供
す
る
。
 

 

 
 
７
 
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
又
は
登
録
局
の
場
合
に
限
り
、
提
供
す

る
。
 

 

 
 

別
表
第
二
号
の
二
の
三
(
第
1
1
条
の
2
の

4第
2
項
関
係

)
 

 

無
線

局
情

報
提

供
請

求
書
 

年
 
 
月
 
 
日

別
表
第
二
号
の
二
の
三
(
第
1
1
条
の
2
の

4第
2
項
関
係

)
 

 

無
線

局
情

報
提

供
請

求
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 



 

九
頁 

 

 

収
 

入
 

印
 

紙
 

 (
何

)
総
合
通
信
局
長
(
沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
は
、
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長

と
す
る
。
)
 
殿
 

 

請
求
者
（
注
１
）
 

住
 
 
 
所
 

 
氏

名
 
 
 
印
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 代

表
者
氏
名
 

 
電
波
法
第
2
5
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
混
信
又
は
ふ
く

そ
う
に
関
す
る
調
査
に
係
る
無
線
局
情
報
の
提
供
を
請
求
し
ま
す
。
 

 

記
 

 

 

収
 

入
 

印
 

紙
 

 (
何

)
総
合
通
信
局
長
(
沖
縄
県
の
区
域
に
お
い
て
は
、
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長

と
す
る
。
)
 
殿
 

 

請
求
者
（
注
１
）

 
 
 
 

住
所

 
 
 
 
 

氏
名
 
 
 
 
印
 
 

代
表
者
氏
名
 

 

 
電
波
法
第
2
5
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
無
線
局
情
報
の
 

提
供
を
請
求
し
ま
す
。
 

 

記
 

 

１
～
３
 
（
略
）
 

１
～
３
 
（
同
上
）
 

４
 
希
望
す
る
情
報
提
供
の
範
囲
（
注
５
）
 

４
 
希
望
す
る
情
報
提
供
範
囲
（
注
５
）
 

５
 
希
望
す
る
情
報
提
供
の
実
施
の
方
法
（
注
６
）
 

５
 
希
望
す
る
情
報
提
供
の
方
法
（
注
６
）
 

 
（
略
）
 

 
（
同
上
）
 

注
１
～
６
 
（
略
）
 

注
１
～
６
 
（

同
上
）
 

 
 
 

 
 
 
 



 

一
〇

頁 

別
表
第
二
号
の
二
の
四
(
第
1
1
条
の
２
の
４
第
２
項
関
係
)
 

 

無
線

局
情

報
提

供
請

求
書
 

年
 
 
月
 
 
日

 

 

収
 

入
 

印
 

紙
 

 総
務
大
臣
 
殿
 

 

請
求
者
（
注
１
）
 

住
所
 

 
 
 
 
 
氏

名
 
 
 
印
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
表
者
氏
名
 

 
 
電
波
法
第
2
5
条
第
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
終
了
促
進
措
置
に

係
る
無
線
局
情
報
の
提
供
を
請
求
し
ま
す
。
 

 

記
 

 

 

１
 
請
求
理
由
(
注
２

)
 
 

 

２
 
開
設
し
よ
う
と
す
る
無
線
局
の
概
要
 

 

 
(
1
)
 
無
線
局
の
種
別
 

 

 
(
2
)
 
無
線
局
の
目
的
 

 



 

一
一

頁 

 
(
3
)
 

識
別
信
号
 

 

 
(
4
)
 
無
線
設
備
の
設
置
場
所
又
は
移
動
範
囲
 

 

 
(
5
)
 

電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
 

 

占
有
周
波
数
帯
幅
 

 

電
波
の
型
式
 

 

周
波
数
 

 

 
(
6
)
 
空
中
線
電
力
 

 

３
 
希
望
す
る
情
報
提
供
範
囲
(
注
３

)
 

 

４
 
希
望
す
る
情
報
提
供
の
方
法
(
注
４
)
 

 

□
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
 

 

□
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
(
日
本
工
業
規
格
X
6
2
2
3
に
適

合
す
る
幅
9
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
に
限
る
。
)
に
複
写
し
た
も
の
 

 

□
光
デ
ィ
ス
ク
(
日
本
工
業
規
格
X
0
6
0
6
及
び
X
6
2
8
1
に
適
合
す
る
直
径
1
2
0

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な

も
の
に
限
る
。
)
に
複
写
し
た
も
の
 

 

注
１

 
請
求
者
の
欄
の
記
載
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
 

 

(
1
)
 
住
所
に
つ
い
て
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載

す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 
名
称
及
び
代
表
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び

に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
代
表
者
が

氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
。
 

(
3
)
 
代
理
人
に
よ
る
請
求
の
場
合
は
、
請
求
者
に
関
す
る
必
要
事
項
を

記
載
す
る
ほ
か
、
こ
れ
に
準
じ
て
当
該
代
理
人
に
関
す
る
必
要
事
項

を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
代
理
人
の
住
所
の
郵
便
番
号
及
び
電

話
番
号
を
付
記
す
る
こ
と
。
 

 



 

一
二

頁 

  

２
 
２
の
請
求
理
由
に
つ
い
て
は
、
開
設
が
必
要
と
な
る
理
由
を
具
体
的

に
記
載
す
る
こ
と
。
 

 

３
 
３
の
希
望
す
る
情
報
提
供
範
囲
に
つ
い
て
は
、
開
設
指
針
に
規
定
す

る
終
了
促
進
措
置
に
係
る
無
線
局
の
う
ち
、
情
報
提
供
を
希
望
す
る
無

線
局
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

 

４
 
希
望
す
る
情
報
提
供
の
方
法

に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
事
項
の
□
1

ケ
所
に
レ
印
を
付
け
る
こ
と
。

 

 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
二
号
(12)
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。 

３ 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
七
号
(1)
の
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。 

 


